
≪郵送提出用≫確認票

〇必要書類の確認

対象者

❶教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書（両面）２枚

※児童１名につき、１部必要

❷令和７年度新座市保育施設利用申込確認票(ダウンロード可)

※児童１名につき、１部必要

❸保育の必要性の事由に応じた書類　※兄弟姉妹同時申請の場合、１部は原本、１部はコピーで可

【就労】被雇用者 ： 就労証明書(ダウンロード可)　※不規則勤務の場合は直近３か月のシフト表添付 父　□ 母　□

 自営業者 ： 就労証明書(ダウンロード可)、就労状況申告書(ダウンロード可)、

    自営の証明となるもの（直近の確定申告書の写し） 

　　  内職     ： 就労証明書(ダウンロード可)、就労状況申告書(ダウンロード可)、

    発注等の実績を証明する書類

【妊娠・出産】母子健康手帳（表紙・分娩予定日記載のページ）の写し 母　□

【疾病・障がい】市指定の診断書(ダウンロード可)又は障がい者手帳の写し 父　□ 母　□

父　□ 母　□

【求職活動】求職活動調書兼就労誓約書(ダウンロード可) 父　□ 母　□

【就学】在学証明書又は学生証の写し、１週間の授業日数及び時間がわかる書類 父　□ 母　□

【その他】（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 父　□ 母　□

❹保護者の個人番号（マイナンバー）が確認できる証明書

・個人番号（マイナンバー）カードの両面の写し 父　□ 母　□

・個人番号（マイナンバー）が記載された住民票＋本人確認書類の写し 父　□ 母　□

１点（顔写真付き）：　運転免許証・パスポート・在留カード・学生証

令和６年１月１日時点で
新座市に住民票がない方

令和６年度課税証明書 父　□ 母　□

令和７年１月１日時点で
新座市に住民票がない方

令和７年度課税証明書 父　□ 母　□

満６５歳未満の祖父母と
同居している方
※同住所世帯分離の場合も同居
とみなします

満６５歳未満の祖父母の❸保育の必要性の事由に応じた書類 祖父□ 祖母□

一時保育を利用している
方※週３日以上

保育施設等在室証明書(ダウンロード可)

認可外保育施設（家庭
保育室）に預けている
方　※週３日以上・有償

保育施設等在室証明書(ダウンロード可)

育児休業の延長を
許容できる方
※入園を希望の方は提出不要

保育士として就労又は
就労予定の方
※市内認可保育施設に１年以上
就労継続を同意いただける場合

生活保護受給者の方 生活保護受給証の写し

離婚調停中又は
離婚裁判中の方

申請児童に障がいや
病気等がある場合

診断書（任意の様式）又は障がい者手帳の写し

申請児童の保護者又は同
居している家族が障がい
者手帳を所持している場
合

障がい者手帳の写し

特別支援学校幼稚部、情
緒障害児短期治療施設通
所部に入所又は児童発達
支援、医療型児童発達支
援を利用している児童が
世帯にいる場合

在園証明書（任意の様式） ※保育料の算定に影響します。

市内認可保育施設の就労（内定）証明書(ダウンロード可)・保育士証の写し
保育士就労継続同意書(ダウンロード可)

□

□

証明となる書類の写し（家庭裁判所からの調停期日通知書[夫婦関係調整事件]など）

ひとり親であることの申立書(ダウンロード可)

※保育料の算定で必要となります。ま
た、提出がない場合、同一指数の判定
で優先度が下がることがあります。

❶に個人番号（マイナンバー）を記載し、
❹の提出がある場合は不要（課税状況に
よっては、後日提出を依頼する場合もあり
ます。）
※新座市外からの申請の場合は、課税証明
書の提出が必要です。

※保育料の算定で必要となります。令
和７年度課税証明書は、令和７年６月
以降に提出してください。

□

□

育児休業延長を許容できる旨の申立書(ダウンロード可)

※申立書を提出された方は、利用調整の際に入所の優先度を下げて選考を行っております。
　空きがある場合は、内定する可能性があります。

□

□

必要書類 チェック

【介護・看護】介護・看護状況申告書(ダウンロード可)、被介護者・看護者の診断書又は障がい者手帳の写し

２点（顔写真なし）　：　健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書

□

□

□

全員

□

□

父　□ 母　□

父　□ 母　□

❹の提出が
ない場合
は、保育課
で個人番号
（マイナン
バー）を確
認します。

※事業主が保護者の

父母に当たる場合も含む

い

ず

れ

か 本人確認書類の例



〇記入内容の確認

対象者

❶「教育・保育給付認定申請書件保育施設利用申込書」

全員

０歳児クラスへの入所
を申請する方

❶「教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書（１枚目　表面）」

❶「教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書（１枚目　裏面）」

全員

求職要件又は疾病・障
がい要件での申請の場
合

❶「教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書（２枚目　表面）」

児童の健康・発達につ
いて

❶「教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書（２枚目　裏面）」

兄弟姉妹で同時の申請

小規模保育施設卒園児
童と同時に兄弟姉妹の
申請をする場合

❸のうち「就労証明書」

育児短時間勤務制度を
利用予定の場合

初めに申請した月の翌月以降の入所保留通知は必要ですか。

※育児休業の延長のために、必要な場合があります。

保育施設に入所する前
に就労開始される方

郵送に当たって

必要書類 チェック

「令和７年度幼稚園・保育園・小規模保育施設等のご案内」を読んだ上で、すべての該当欄に記入
した。

□

申請児童の月齢が希望する保育施設の保育年齢（月齢）に達していることを確認した。 □

①「世帯の状況」：世帯員全員の氏名等を記入した。 □

①「祖父母」：市内在住・市外在住・不存在のいずれかにチェックをし、市内在住の場合は氏名等
を記入した。
※同居・別居の状況が“同居”かつ年齢が満６５歳未満の祖父母の場合、就労証明書等の提出がな
ければ指数が減点の対象となります。

□

②「利用を希望する施設名」：希望順位は、他の希望者と同点となった場合、影響することがあります。 □

③「税情報等の取得・負担額情報提供への同意欄」：保護者氏名を記入した。 □

④「利用希望時間」：希望する保育施設の利用可能時間の範囲内で利用希望時間を記入した。
※０歳児クラスの利用可能時間は、他のクラスより短縮している施設があります。

□

④「利用希望時間」：８時３０分から１６時３０分まで（短時間）とした。 □

②「２人以上の申請がある方」：兄弟姉妹で同じ番号を〇した。 □

□必要事項をすべて記入した。

②「２人以上の申請がある方」：「全員同時でなければ入所を希望しない場合」の１又は２を選択
すると、小規模保育施設卒園児童の転園が難しくなります。
※小規模保育施設卒園児童は、保護者が復職しない場合でも転園可能です。そのため、３を選択
し、「入所優先児童」を小規模保育施設卒園児童にした方が、小規模保育施設卒園児童の預け先が
確保しやすくなります。

□

12「育児のための短時間勤務制度の利用有無」欄と併せて、6「就労時間」が記入されている。⇒記
入がない場合は勤務先の記入が必要です。

□

育児休業が保育施設入所日の前々日以前に満了し、延長不可の場合、育児休業期間明けの加点はありません。 □

育児休業中の方

 □必要 　□１月分・□２月分・□３月分・□４月分
          □５月分・□６月分・□７月分・□８月分
          □９月分・□10月分・□11月分・□12月分
　　　　  令和８年  □１月分・□２月分・□３月分

 □不要

全員

※始めに申請した月より前の月にチェックしたものは無効となります。

※前月１５日頃に通知を郵送します（１月分は、１２月１５日頃に発送）。

保育施設に入所するまでの申請児童の預け先はどこですか。
 □一時保育   □認可外保育施設
 □親類・知人   □その他（　            　　　　）

□

郵送事故による責任は負いかねますので、不安な方は一般書留や簡易書留など配達記録が残る方法
でご提出ください。郵便事故について、新座市では一切責任を負いません。

□

締切日までに保育課に到着している申請が有効となります。締切日以降に到着した申請について
は、次回の利用調整から審査の対象となります。
※５月入所申請の締切日である４月７日までに申込書類が保育課へ届かず、４月８日に保育課へ届
いた場合は、６月入所の利用調整から審査の対象となります。

申込書類を保育課以外へ提出された場合、選考対象外となります。
※保育施設では、申込書類の受付をしておりません。ご注意ください。

□

書類不備等の場合、選考対象外又は選考上、不利になる場合があります。 □

全員


